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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表示画素電極と、
　前記表示画素電極と対向して設けられた共通電極と、
　画像表示機能を有する表示機能層と、
　前記表示画素電極に画素電圧を印加すると共に、前記共通電極に画像表示制御の駆動周
期と同期して極性が反転する共通駆動電圧を印加することにより、画像表示制御を行う表
示制御回路と、
　前記共通電極と協働して静電容量を形成するタッチ検出電極と、
　前記共通電極への前記共通駆動電圧の印加に応じて前記タッチ検出電極から得られる検
出信号に基づき、外部近接物体を検出するための検出動作を行うタッチ検出回路と
　を備え、
　前記タッチ検出回路は、前記共通駆動電圧の極性反転タイミングの前に得られた第１の
検出信号と、前記極性反転タイミングの後に得られた第２の検出信号とに基づいて、前記
極性反転に続く反転期間における前記検出動作を行う
　表示装置。
【請求項２】
　前記タッチ検出回路は、
　前記極性反転タイミングの前における画像表示のための画像信号書き込み動作に起因し
て発生し前記第２の検出信号に影響を与える反転後ノイズを、前記第２の検出信号から除
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去することにより、ノイズ除去済検出信号を取得すると共に、
　そのノイズ除去済検出信号を用いて、前記極性反転に続く反転期間における前記検出動
作を行う
　請求項１に記載の表示装置。
【請求項３】
　前記タッチ検出回路は、
　前記極性反転タイミングの前における画像表示のための前記画像信号書き込み動作に起
因して発生し前記第１の検出信号に影響を与える反転前ノイズを求め、
　この反転前ノイズに基づいて前記ノイズ除去済検出信号を取得する
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項４】
　前記タッチ検出回路は、
　前記反転前ノイズに基づいて前記反転後ノイズを求め、
　この反転後ノイズを前記第２の検出信号から差し引くことにより、前記ノイズ除去済検
出信号を取得する
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項５】
　前記タッチ検出回路は、前記反転前ノイズをパラメータとする所定の演算式またはＬＵ
Ｔ（ルックアップテーブル）を用いて、前記ノイズ除去済検出信号を取得する
　請求項３に記載の表示装置。
【請求項６】
　前記タッチ検出回路は、前記第１の検出信号と前記第２の検出信号とをパラメータとす
る所定の演算式またはＬＵＴ（ルックアップテーブル）を用いて、前記ノイズ除去済検出
信号を取得する
　請求項２に記載の表示装置。
【請求項７】
　前記タッチ検出回路は、前記第１の検出信号を、前記極性反転タイミングの直前のタイ
ミングで取得する
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項８】
　前記タッチ検出回路は、前記極性反転に続く反転期間における前記検出動作を、その反
転期間における画像表示のための画像信号書き込み動作の開始前のタイミングで行う
　請求項１ないし請求項６のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項９】
　前記表示制御回路が形成された回路基板と、
　前記回路基板と対向して配設された対向基板と
　を備え、
　前記表示画素電極が、前記回路基板の、前記対向基板に近い側に配設され、
　前記共通電極が、前記対向基板の、前記回路基板に近い側に配設され、
　前記回路基板の前記表示画素電極と、前記対向基板の前記共通電極との間に、前記表示
機能層が挿設されている
　請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１０】
　前記表示機能層が液晶層である
　請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】
　前記表示制御回路が形成された回路基板と、
　前記回路基板と対向して配設された対向基板と
　を備え、
　前記回路基板に前記共通電極および前記表示画素電極が絶縁層を介して順に積層され、
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　前記回路基板の前記表示画素電極と、前記対向基板との間に、前記表示機能層が挿設さ
れている
　請求項１ないし請求項８のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１２】
　前記表示機能層が液晶層であり、横電界モードでの液晶表示が行われる
　請求項１１に記載の表示装置。
【請求項１３】
　前記共通電極が、帯状の複数の電極パターンに分割されている
　請求項１ないし請求項１２のいずれか１項に記載の表示装置。
【請求項１４】
　前記表示制御回路は、前記複数の電極パターンのうちの一部の電極パターンを選択して
それらを同時に駆動すると共に、その選択すべき電極パターンを順次シフトするようにし
て、前記共通電極の走査駆動を行う
　請求項１３に記載の表示装置。
【請求項１５】
　タッチセンサ付きの表示装置を備え、
　前記表示装置は、
　複数の表示画素電極と、
　前記表示画素電極と対向して設けられた共通電極と、
　画像表示機能を有する表示機能層と、
　前記表示画素電極に画素電圧を印加すると共に、前記共通電極に画像表示制御の駆動周
期と同期して極性が反転する共通駆動電圧を印加することにより、画像表示制御を行う表
示制御回路と、
　前記共通電極と協働して静電容量を形成するタッチ検出電極と、
　前記共通電極への前記共通駆動電圧の印加に応じて前記タッチ検出電極から得られる検
出信号に基づき、外部近接物体を検出するための検出動作を行うタッチ検出回路と
　を備え、
　前記タッチ検出回路は、前記共通駆動電圧の極性反転タイミングの前に得られた第１の
検出信号と、前記極性反転タイミングの後に得られた第２の検出信号とに基づいて、前記
極性反転に続く反転期間における前記検出動作を行う
　電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の表示装置に係わり、特に、ユーザが指等で触れることによ
り情報入力が可能な静電容量式のタッチセンサを備えた表示装置、およびそのような表示
装置を備えた電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、いわゆるタッチパネルと呼ばれる接触検出装置（以下、タッチセンサという。）
を液晶表示装置上に直接装着すると共に、液晶表示装置に各種のボタンを表示させること
により、通常のボタンの代わりとして情報入力を可能とした表示装置が注目されている。
この技術は、モバイル機器の画面の大型化傾向の中にあって、ディスプレイとボタンの配
置の共用化を可能にすることから、省スペース化や部品点数の削減という大きなメリット
をもたらす。しかしながら、この技術には、タッチパネルの装着によって液晶モジュール
の全体の厚さが厚くなるという問題があった。特にモバイル機器用途においては、タッチ
パネルの傷防止のための保護層が必要となることから、液晶モジュールが益々厚くなる傾
向があり、薄型化のトレンドに反するという問題があった。
【０００３】
　そこで、例えば特許文献１，２には、静電容量型タッチパネルを形成したタッチパネル
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付き液晶表示素子が提案され、薄型化が図られている。これは、液晶表示素子の観察側基
板とその外面に配置された観察用偏光板との間にタッチパネル用導電膜を設け、このタッ
チパネル用導電膜と偏光板の外面との間に、偏光板の外面をタッチ面とした静電容量型タ
ッチパネルを形成するようにしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－９７５０号公報
【特許文献２】米国特許６０５７９０３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１，２に開示されたタッチパネル付き液晶表示素子では、
原理的に、タッチパネル用導電膜が利用者と同電位にあることが必要であり、利用者がき
ちんと接地されている必要がある。したがって、コンセントから電源を取っているような
据置型のテレビジョン受像機はともかく、モバイル機器用途に適用するのは現実的に見て
困難である。また、上記技術では、タッチパネル用導電膜が利用者の指に極めて接近して
いることが必要なので、液晶表示素子の例えば奥深い部分に配設することが無理である等
、配設部位が制限される。すなわち、設計の自由度が小さい。さらに、上記技術では、そ
の構成上、タッチパネル駆動部や座標検出部といった回路部分を、液晶表示素子の表示駆
動回路部とは別個に設けなければならず、装置全体としての回路の集積化が困難である。
【０００６】
　そこで、元々表示用駆動電圧の印加用に設けられた共通電極に加えて、この共通電極と
の間に静電容量を形成するタッチ検出電極を新たに設けることが考えられる（新構造の静
電容量型のタッチセンサを備えた表示装置）。この静電容量は物体の接触の有無によって
変化するため、表示制御回路により共通電極に印加される表示用駆動電圧をタッチセンサ
用駆動信号としても利用（兼用）するようにすれば、静電容量の変化に応じた検出信号が
タッチ検出電極から得られるからである。そして、この検出信号を所定のタッチ検出回路
に入力するようにすれば、物体の接触の有無が検出可能になる。また、この手法によれば
、利用者の電位が不定であることが多いモバイル機器用途にも適合可能なタッチセンサ付
き表示装置を得ることができる。さらに、表示機能層のタイプに応じて設計の自由度が高
いタッチセンサ付き表示装置を得ることができると共に、表示用の回路とセンサ用の回路
とを１つの回路基板上に一体に集積することが容易になり、回路の集積化も容易であると
いう利点がある。
【０００７】
　ここで、上記特許文献１，２や上記新構造のものを含め、静電容量型のタッチセンサを
備えた表示装置では、各画素の表示素子への画素信号（画像信号）の書き込みの際に、こ
の書き込み動作に起因したノイズが検出信号に付加されてしまうという問題がある。
【０００８】
　そこで、上記特許文献２では、画像信号の書き込み動作に起因するノイズによる誤動作
（誤検出）を防止するため、タッチパネルと表示素子との間に、透明な導電層（シールド
層）を設けている。そして、この導電層を一定電位に固定することにより、上記した表示
素子からのノイズをシールドすることが可能となっている。
【０００９】
　ところが、この手法では、検出信号線とシールド層との間に大きな容量が形成されるこ
とから、検出信号線から得られる検出信号が大幅に減衰してしまったり、駆動線の容量が
非常に大きくなって消費電力等が大幅に増大するという問題があった。
【００１０】
　また、上記新構造の静電容量型のタッチセンサを備えた表示装置では、表示パネルにお
ける書き込み波形を用いて位置を検出しているため、有効表示エリア内にシールド層を設
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けて画像信号の書き込み動作に起因したノイズを取り除くのは難しいと考えられる。
【００１１】
　このようにして、静電容量型のタッチセンサを備えた表示装置では、シールド層を用い
ることなく、画像信号の書き込み動作に起因したノイズを除去して物体の検出精度を向上
させるのは困難であった。
【００１２】
　本発明はかかる問題点に鑑みてなされたもので、その目的は、静電容量型のタッチセン
サを備えた表示装置において、シールド層を用いずに物体の検出精度を向上させることが
可能な表示装置、およびそのような表示装置を備えた電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の表示装置は、複数の表示画素電極と、この表示画素電極と対向して設けられた
共通電極と、画像表示機能を有する表示機能層と、表示画素電極に画素電圧を印加すると
共に、共通電極に画像表示制御の駆動周期と同期して極性が反転する共通駆動電圧を印加
することにより、画像表示制御を行う表示制御回路と、共通電極と協働して静電容量を形
成するタッチ検出電極と、共通電極への共通駆動電圧の印加に応じてタッチ検出電極から
得られる検出信号に基づき、外部近接物体を検出するための検出動作を行うタッチ検出回
路とを備えたものである。また、このタッチ検出回路は、共通駆動電圧の極性反転タイミ
ングの前に得られた第１の検出信号と、極性反転タイミングの後に得られた第２の検出信
号とに基づいて、極性反転に続く反転期間における検出動作を行うようになっている。
【００１４】
　本発明の電子機器は、上記本発明の表示装置を備えたものである。
【００１５】
　本発明の表示装置および電子機器では、元々表示用駆動電圧の印加用に設けられた共通
電極と、新たに設けたタッチ検出電極との間に、静電容量が形成される。この静電容量は
、物体の接触の有無によって変化する。したがって、表示制御回路により共通電極に印加
される共通駆動電圧を、タッチセンサ用駆動信号としても利用（兼用）することにより、
静電容量の変化に応じた検出信号がタッチ検出電極から得られる。そして、この検出信号
をタッチ検出回路に入力することにより、外部近接物体（物体の接触の有無等）が検出さ
れる。ここで、タッチ検出回路は、共通駆動電圧の極性反転タイミングの前に得られた第
１の検出信号と、極性反転タイミングの後に得られた第２の検出信号とに基づいて、極性
反転に続く反転期間における検出動作を行う。これにより、極性反転タイミングの前にお
ける画像表示のための画像信号書き込み動作に起因して発生し上記第１の検出信号に影響
を与えるノイズ（反転後ノイズ）の影響を取り除きつつ、極性反転に続く反転期間におけ
る検出動作を行うことができる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明の表示装置および電子機器によれば、静電容量の変化に応じてタッチ検出電極か
ら得られる検出信号に基づいて外部近接物体を検出すると共に、タッチ検出回路において
、共通駆動電圧の極性反転タイミングの前に得られた第１の検出信号と極性反転タイミン
グの後に得られた第２の検出信号とに基づいて極性反転に続く反転期間における検出動作
を行うようにしたので、従来のようなシールド層を用いることなく、上記反転後ノイズの
影響を取り除きつつ、極性反転に続く反転期間における検出動作を行うことができる。よ
って、静電容量型のタッチセンサを備えた表示装置において、シールド層を用いずに物体
の検出精度を向上させることが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明に係るタッチセンサ付きの表示装置の動作原理を説明するための図であり
、指非接触時の状態を示す図である。
【図２】本発明に係るタッチセンサ付きの表示装置の動作原理を説明するための図であり
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、指接触時の状態を示す図である。
【図３】本発明に係るタッチセンサ付きの表示装置の動作原理を説明するための図であり
、タッチセンサの駆動信号および検出信号の波形の一例を示す図である。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係るタッチセンサ付きの表示装置の概略断面構造を
表す断面図である。
【図５】図４に示した表示装置の要部（共通電極およびセンサ用検出電極）の一構成例を
示す斜視図である。
【図６】図４に示した表示装置における検出回路等の一構成例を示す回路図である。
【図７】共通電極の線順次動作駆動の一例を表す模式図である。
【図８】表示装置における検出動作の際の表示書き込み動作に起因したノイズについて説
明するためのタイミング波形図である。
【図９】検出信号波形と検出期間との関係について説明するためのタイミング波形図であ
る。
【図１０】白書き込み時および黒書き込み時におけるコモン駆動信号の反転前後の検出信
号波形の一例を表すタイミング波形図である。
【図１１】ノイズを含んだ検出信号波形とノイズ除去後の検出信号波形の一例をコモン駆
動信号の反転前後について表すタイミング波形図である。
【図１２】図６に示した検出回路における検出動作の一例を表す流れ図である。
【図１３】図６に示した検出回路における検出動作の他の例を表す流れ図である。
【図１４】図６に示した検出回路における検出動作の他の例を表す流れ図である。
【図１５】検出手法の違いによる白書き込み時および黒書き込み時における検出信号値の
差異の一例を表す図である。
【図１６】本発明の第２の実施の形態に係るタッチセンサ付きの表示装置の概略断面構造
を表す断面図である。
【図１７】図１６に示した表示装置における画素基板の一部の詳細構成に表す断面図およ
び平面図である。
【図１８】図１６に示した表示装置の要部の拡大斜視図である。
【図１９】図１６に示した表示装置の動作を説明するための断面図である。
【図２０】第２の実施の形態の変形例に係るタッチセンサ付きの表示装置の概略断面構造
を表す断面図である。
【図２１】第２の実施の形態の他の変形例に係るタッチセンサ付きの表示装置の概略断面
構造を表す断面図である。
【図２２】本発明の変形例１に係るタッチセンサ付きの表示装置の要部（共通電極および
センサ用検出電極）の構成を示す斜視図である。
【図２３】本発明の変形例２に係るタッチセンサ付きの表示装置の要部（共通電極および
センサ用検出電極）の構成を示す斜視図である。
【図２４】上記各実施の形態等の表示装置の適用例１における（Ａ）表側から見た外観、
（Ｂ）裏側から見た外観を表す斜視図である。
【図２５】（Ａ）は適用例２の表側から見た外観を表す斜視図であり、（Ｂ）は裏側から
見た外観を表す斜視図である。
【図２６】適用例３の外観を表す斜視図である。
【図２７】適用例４の外観を表す斜視図である。
【図２８】（Ａ）は適用例５の開いた状態の正面図、（Ｂ）はその側面図、（Ｃ）は閉じ
た状態の正面図、（Ｄ）は左側面図、（Ｅ）は右側面図、（Ｆ）は上面図、（Ｇ）は下面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照して詳細に説明する。なお、説明は以
下の順序で行う。
　　タッチ検出方式の基本原理
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１．第１の実施の形態（Ｖcomの反転前の検出値を用いた反転後の物体検出の一例）
２．第２の実施の形態（表示素子として横電界モードの液晶素子を用いた例）
３．変形例　　　　　（変形例１，２：共通電極およびセンサ用検出電極の他の構成例）
４．適用例　　　　　（タッチセンサ付きの表示装置の電子機器への適用例）
【００１９】
＜タッチ検出方式の基本原理＞
　まず最初に、図１～図３を参照して、本発明のタッチセンサ付きの表示装置におけるタ
ッチ検出方式の基本原理について説明する。このタッチ検出方式は、静電容量型タッチセ
ンサとして具現化されるものであり、例えば図１（Ａ）に示したように、誘電体Ｄを挟ん
で互いに対向配置された一対の電極（駆動電極Ｅ１および検出電極Ｅ２）を用い、容量素
子を構成する。この構造は、図１（Ｂ）に示した等価回路として表される。駆動電極Ｅ１
、検出電極Ｅ２および誘電体Ｄによって、容量素子Ｃ１が構成される。容量素子Ｃ１は、
その一端が交流信号源（駆動信号源）Ｓに接続され、他端Ｐは抵抗器Ｒを介して接地され
ると共に、電圧検出器（検出回路）ＤＥＴに接続される。交流信号源Ｓから駆動電極Ｅ１
（容量素子Ｃ１の一端）に所定の周波数（例えば数ｋＨｚ～十数ｋＨｚ程度）の交流矩形
波Ｓｇ（図３（Ｂ））を印加すると、検出電極Ｅ２（容量素子Ｃ１の他端Ｐ）に、図３（
Ａ）に示したような出力波形（検出信号Ｖdet）が現れる。なお、この交流矩形波Ｓｇは
、後述するコモン駆動信号Ｖcomに相当するものである。
【００２０】
　指を接触していない状態では、図１に示したように、容量素子Ｃ１に対する充放電に伴
って、容量素子Ｃ１の容量値に応じた電流Ｉ０が流れる。このときの容量素子Ｃ１の他端
Ｐの電位波形は、例えば図３（Ａ）の波形Ｖ０のようになり、これが電圧検出器ＤＥＴに
よって検出される。
【００２１】
　一方、指を接触した状態では、図２に示したように、指によって形成される容量素子Ｃ
２が容量素子Ｃ１に直列に追加された形となる。この状態では、容量素子Ｃ１，Ｃ２に対
する充放電に伴って、それぞれ電流Ｉ１，Ｉ２が流れる。このときの容量素子Ｃ１の他端
Ｐの電位波形は、例えば図３（Ａ）の波形Ｖ１のようになり、これが電圧検出器ＤＥＴに
よって検出される。このとき、点Ｐの電位は、容量素子Ｃ１，Ｃ２を流れる電流Ｉ１，Ｉ
２の値によって定まる分圧電位となる。このため、波形Ｖ１は、非接触状態での波形Ｖ０
よりも小さい値となる。電圧検出器ＤＥＴは、後述するように、検出した電圧を所定のし
きい値電圧Ｖthと比較し、このしきい値電圧以上であれば非接触状態と判断する一方、し
きい値電圧未満であれば接触状態と判断する。このようにして、タッチ検出が可能となる
。
【００２２】
＜１．第１の実施の形態＞
［表示装置１の構成例］
　図４は、本発明の第１の実施の形態に係るタッチセンサ付きの表示装置１の要部断面構
造を表すものである。この表示装置１は、表示素子として液晶表示素子を用いると共に、
この液晶表示素子に元々備えられている電極の一部（後述する共通電極４３）および表示
用駆動信号（後述するコモン駆動信号Ｖcom）を兼用して静電容量型タッチセンサを構成
したものである。
【００２３】
　図４に示したように、この表示装置１は、画素基板２と、この画素基板２に対向して配
置された対向基板４と、画素基板２と対向基板４との間に挿設された液晶層６とを備えて
いる。
【００２４】
　画素基板２は、回路基板としてのＴＦＴ基板２１と、このＴＦＴ基板２１上にマトリク
ス状に配設された複数の画素電極２２とを有する。ＴＦＴ基板２１には、各画素電極２２
を駆動するための図示しない表示ドライバやＴＦＴ（薄膜トランジスタ）のほか、各画素
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電極に画素信号を供給するソース線や、各ＴＦＴを駆動するゲート線等の配線が形成され
ている。ＴＦＴ基板２１にはまた、後述するタッチ検出動作を行う検出回路（図６）が形
成されていてもよい。
【００２５】
　対向基板４は、ガラス基板４１と、このガラス基板４１の一方の面に形成されたカラー
フィルタ４２と、このカラーフィルタ４２の上に形成された共通電極４３とを有する。カ
ラーフィルタ４２は、例えば赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）の３色のカラーフィルタ層を
周期的に配列して構成したもので、各表示画素（画素電極２２）ごとにＲ、Ｇ、Ｂの３色
が１組として対応付けられている。共通電極４３は、タッチ検出動作を行うタッチセンサ
の一部を構成するセンサ用駆動電極としても兼用されるものであり、図１における駆動電
極Ｅ１に相当する。
【００２６】
　共通電極４３は、コンタクト導電柱７によってＴＦＴ基板２１と連結されている。この
コンタクト導電柱７を介して、ＴＦＴ基板２１から共通電極４３に交流矩形波形のコモン
駆動信号Ｖcomが印加されるようになっている。このコモン駆動信号Ｖcomは、画素電極２
２に印加される画素電圧とともに各画素の表示電圧を画定するものであるが、タッチセン
サの駆動信号としても兼用されるものであり、図１の駆動信号源Ｓから供給される交流矩
形波Ｓｇに相当する。すなわち、このコモン駆動信号Ｖcomは、所定の周期ごとに極性反
転するものとなっている。
【００２７】
　ガラス基板４１の他方の面には、センサ用検出電極（タッチ検出電極）４４が形成され
、さらに、このセンサ用検出電極４４の上には、偏光板４５が配設されている。センサ用
検出電極４４は、タッチセンサの一部を構成するもので、図１における検出電極Ｅ２に相
当する。
【００２８】
　液晶層６は、電界の状態に応じてそこを通過する光を変調するものであり、例えば、Ｔ
Ｎ（ツイステッドネマティック）、ＶＡ（垂直配向）、ＥＣＢ（電界制御複屈折）等の各
種モードの液晶が用いられる。
【００２９】
　なお、液晶層６と画素基板２との間、および液晶層６と対向基板４との間には、それぞ
れ配向膜が配設され、また、画素基板２の下面側には入射側偏光板が配置されるが、ここ
では図示を省略している。
【００３０】
　図５は、対向基板４における共通電極４３およびセンサ用検出電極４４の一構成例を斜
視状態にて表したものである。この例では、共通電極４３は、図の左右方向に延在する複
数のストライプ状の電極パターン（ここでは、一例として６つの共通電極４３１～４３６
からなる）に分割されている。各電極パターンには、ドライバ４３Ｄによってコモン駆動
信号Ｖcomが順次供給され、後述するように時分割的に線順次走査駆動が行われるように
なっている。一方、センサ用検出電極４４は、共通電極４３の電極パターンの延在方向と
直交する方向に延びる複数のストライプ状の電極パターンから構成されている。センサ用
検出電極４４の各電極パターンからは、それぞれ、検出信号Ｖdetが出力され、図６に示
す検出回路８に入力されるようになっている。
【００３１】
（駆動信号源Ｓおよび検出回路８の回路構成例）
　図６は、図１に示した駆動信号源Ｓとタッチ検出動作を行う検出回路８との回路構成例
を、タイミング・ジェネレータとしてのタイミング制御部９とともに表したものである。
この図において、容量素子Ｃ１１～Ｃ１６は、図５に示した各共通電極４３１～４３６と
センサ用検出電極４４との間に形成される（静電）容量素子に対応するものである。
【００３２】
　駆動信号源Ｓは、各容量素子Ｃ１１～Ｃ１６ごとに１つずつ設けられている。この駆動
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信号源Ｓは、ＳＷ制御部１１と、２つのスイッチ素子１２，１５と、２つのインバータ（
論理否定）回路１３１，１３２と、オペアンプ１４とを有している。ＳＷ制御部１１は、
スイッチ素子１２のオン・オフ状態を制御するものであり、これにより電源＋Ｖとインバ
ータ回路１３１，１３２との間の接続状態が制御されるようになっている。インバータ回
路１３１の入力端子は、スイッチ素子１２の一端（電源＋Ｖとは反対側の端子）およびイ
ンバータ回路１３２の出力端子に接続されている。インバータ回路１３１の出力端子は、
インバータ回路１３２の入力端子およびオペアンプ１４の入力端子に接続されている。こ
れにより、これらのインバータ回路１３１，１３２が、所定のパルス信号を出力する発振
回路として機能するようになっている。オペアンプ１４は２つの電源＋Ｖ，－Ｖに接続さ
れている。スイッチ素子１５は、タイミング制御部９から供給されるタイミング制御信号
ＣＴＬ１に従ってオン・オフ状態が制御されるようになっている。具体的には、このスイ
ッチ素子１５によって、容量素子Ｃ１１～Ｃ１６の一端側（共通電極４３１～４３６側）
が、オペアンプ１４の出力端子側（コモン駆動信号Ｖcomの供給源側）または接地に接続
される。これにより、各駆動信号源Ｓから各容量素子Ｃ１１～Ｃ１６へ、コモン駆動信号
Ｖcomが供給されるようになっている。
【００３３】
　検出回路８（電圧検出器ＤＥＴ）は、増幅部８１と、Ａ／Ｄ（アナログ／デジタル）変
換部８３と、信号処理部８４と、座標抽出部８５と、前述した抵抗器Ｒとを有している。
なお、この検出回路８の入力端子Ｔinは、各容量素子Ｃ１１～Ｃ１６の他端側（センサ用
検出電極４４側）に共通して接続されている。
【００３４】
　増幅部８１は、入力端子Ｔinから入力される検出信号Ｖdetを増幅する部分であり、信
号増幅用のオペアンプ８１１と、２つの抵抗器８１２Ｒ，８１３Ｒと、２つのキャパシタ
８１２Ｃ，８１３Ｃとを有している。オペアンプ８１１の正入力端（＋）は、入力端子Ｔ
inに接続され、出力端は後述するＡ／Ｄ変換部８３の入力端に接続されている。抵抗器８
１２Ｒおよびキャパシタ８１２Ｃの一端は、ともにオペアンプ８１１の出力端に接続され
、抵抗器８１２Ｒおよびキャパシタ８１２Ｃの他端は、ともにオペアンプ８１１の負入力
端（－）に接続されている。また、抵抗器８１３Ｒの一端は、抵抗器８１２Ｒおよびキャ
パシタ８１２Ｃの他端に接続され、抵抗器８１３Ｒの他端は、キャパシタ８１３Ｃを介し
て接地に接続されている。これにより、抵抗器８１２Ｒおよびキャパシタ８１２Ｃが、高
域をカットし低域を通過させるローパスフィルタ（ＬＰＦ）として機能すると共に、抵抗
器８１３Ｒおよびキャパシタ８１３Ｃが、高域を通過させるハイパスフィルタ（ＨＰＦ）
として機能する。
【００３５】
　抵抗器Ｒは、オペアンプ８１１の正入力端（＋）側の接続点Ｐと、接地との間に配置さ
れている。この抵抗器Ｒは、センサ用検出電極４４がフローティング状態になってしまう
のを回避して安定状態を保つためのものである。これにより、検出回路８において、検出
信号Ｖdetの信号値がふらついて変動してしまうのが回避されると共に、この抵抗器Ｒを
介して静電気を接地に逃がすことができるという利点もある。
【００３６】
　Ａ／Ｄ変換部８３は、増幅部８１において増幅されたアナログの検出信号Ｖdetを、デ
ジタルの検出信号に変換する部分であり、図示しないコンパレータを含んで構成されてい
る。このコンパレータは、入力された検出信号と所定のしきい値電圧Ｖth（図３参照）と
の電位を比較するものである。なお、このＡ／Ｄ変換部８３におけるＡ／Ｄ変換の際のサ
ンプリングタイミングは、タイミング制御部９から供給されるタイミング制御信号ＣＴＬ
２によって制御されるようになっている。
【００３７】
　信号処理部８４は、Ａ／Ｄ変換部８３から出力されるデジタルの検出信号に対し、所定
の信号処理（例えば、デジタル的なノイズ除去処理や、周波数情報を位置情報に変換する
処理などの信号処理）を施すものである。この信号処理部８４はまた、詳細は後述するが
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、画像信号の書き込み動作に起因したノイズ（反転後ノイズ）の影響を除去するための所
定の演算処理を行うようになっている。
【００３８】
　座標抽出部８５は、信号処理部８４から出力される検出信号（上記反転後ノイズ除去後
の検出信号）に基づいて、検出結果（タッチされたか否か、およびタッチされた場合には
その部分の位置座標）を求め、出力端子Ｔoutから出力するものである。
【００３９】
　なお、このような検出回路８は、対向基板４上の周辺領域（非表示領域または額縁領域
）に形成するようにしてもよいし、あるいは、画素基板２上の周辺領域に形成するように
してもよい。但し、画素基板２上に形成すれば、元々画素基板２上に形成されている表示
制御用の各種回路素子等との集積化が図れるので、回路の集積化による簡略化という観点
でより好ましい。この場合には、コンタクト導電柱７と同様のコンタクト導電柱（図示せ
ず）によって、センサ用検出電極４４の各電極パターンと画素基板２の検出回路８との間
を接続し、検出信号Ｖdetをセンサ用検出電極４４から検出回路８に伝送するようにすれ
ばよい。
【００４０】
［表示装置１の作用・効果］
　次に、本実施の形態の表示装置１における作用および効果について説明する。
【００４１】
（基本動作）
　この表示装置１では、画素基板２の表示ドライバ（図示せず）が、共通電極４３の各電
極パターン（共通電極４３１～４３６等）に対してコモン駆動信号Ｖcomを線順次で供給
する。この表示ドライバはまた、ソース線を介して画素電極２２へ画素信号（画像信号）
を供給すると共に、これに同期して、ゲート線を介して各画素電極のＴＦＴのスイッチン
グを線順次で制御する。これにより、液晶層６には、画素ごとに、コモン駆動信号Ｖcom
と各画素信号とにより定まる縦方向（基板に垂直な方向）の電界が印加され、液晶状態の
変調が行われる。このようにして、いわゆる反転駆動による表示が行われる。
【００４２】
　一方、対向基板４の側では、共通電極４３の各電極パターンと、センサ用検出電極４４
の各電極パターンとの交差部分にそれぞれ、容量素子Ｃ１（容量素子Ｃ１１～Ｃ１６等）
が形成される。ここで、例えば図７（Ａ）～（Ｃ）に示したように、共通電極４３の各電
極パターンに、コモン駆動信号Ｖcomを時分割的に順次印加していくと、以下のようにな
る。すなわち、印加された共通電極４３の電極パターンとセンサ用検出電極４４の各電極
パターンとの交差部分に形成されている一列分の容量素子Ｃ１１～Ｃ１６の各々に対し、
充放電が行われる。その結果、容量素子Ｃ１の容量値に応じた大きさの検出信号Ｖdetが
、センサ用検出電極４４の各電極パターンからそれぞれ出力される。対向基板４の表面に
ユーザの指が触れられていない状態においては、この検出信号Ｖdetの大きさはほぼ一定
となる。コモン駆動信号Ｖcomのスキャンに伴い、充放電の対象となる容量素子Ｃ１の列
が線順次的に移動していく。
【００４３】
　なお、このような共通電極４３の各電極パターンの線順次駆動の際には、図７に示した
ように、共通電極４３の各電極パターンの一部の電極パターンを束ねて線順次駆動動作を
行うようにするのが好ましい。具体的には、この一部の電極パターンからなる駆動ライン
Ｌを、複数ラインの電極パターンからなる検出用駆動ラインＬ１と、少数ライン（ここで
は１ライン）の電極パターンからなる表示用駆動ラインＬ２とから構成するようにする。
これにより、共通電極４３の電極パターンの形状に対応した筋や斑等が生ずることによる
画質劣化を抑えることが可能となる。
【００４４】
　ここで、対向基板４の表面のいずれかの場所にユーザの指が触れると、そのタッチ箇所
に元々形成されている容量素子Ｃ１に、指による容量素子Ｃ２が付加される。その結果、
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そのタッチ箇所がスキャンされた時点（すなわち、共通電極４３の電極パターンのうち、
そのタッチ箇所に対応する電極パターンにコモン駆動信号Ｖcomが印加されたとき）の検
出信号Ｖdetの値が、他の箇所よりも小さくなる。検出回路８（図６）は、この検出信号
Ｖdetをしきい値電圧Ｖthと比較して、しきい値電圧Ｖth未満の場合に、その箇所をタッ
チ箇所として判定する。このタッチ箇所は、コモン駆動信号Ｖcomの印加タイミングと、
しきい値電圧Ｖth未満の検出信号Ｖdetの検出タイミングとから割り出すことができる。
【００４５】
　このようにして、本実施の形態のタッチセンサ付きの表示装置１では、液晶表示素子に
元々備えられている共通電極４３が、駆動電極と検出電極とからなる一対のタッチセンサ
用電極のうちの一方として兼用されている。また、表示用駆動信号としてのコモン駆動信
号Ｖcomが、タッチセンサ用駆動信号として共用されている。これにより、静電容量型の
タッチセンサにおいて、新たに設ける電極はセンサ用検出電極４４だけでよく、また、タ
ッチセンサ用駆動信号を新たに用意する必要がない。したがって、構成が簡単である。
【００４６】
　また、従来のタッチパネル付き表示装置（特許文献１）では、センサに流れる電流の大
きさを正確に測定し、その測定値に基づいてタッチ位置をアナログ演算により求めるよう
にしている。これに対し、本実施の形態の表示装置１では、タッチの有無に応じた電流の
相対変化（電位変化）の有無をデジタル的に検知するだけでよいので、簡単な検出回路構
成で検出精度を高めることができる。また、コモン駆動信号Ｖcomの印加用に元々設けら
れている共通電極４３と、新たに設けたセンサ用検出電極４４との間に静電容量を形成し
、この静電容量が利用者の指の接触によって変化することを利用してタッチ検出を行うよ
うにしている。このため、利用者の電位が不定であることが多いモバイル機器用途にも適
合可能である。
【００４７】
　更に、センサ用検出電極４４が複数の電極パターンに分割されると共に、各電極パター
ンが個別に時分割的に駆動されるため、タッチ位置の検出も可能となる。
【００４８】
（特徴的部分の作用；ノイズ除去処理を用いた検出動作）
　次に、図８～図１５を参照して、本発明の特徴的部分の１つであるノイズ除去処理を用
いた検出動作について、詳細に説明する。
【００４９】
　まず、図８（Ａ）に示したように、コモン駆動信号Ｖcomが、図８（Ｂ），（Ｃ）に示
したような画像表示制御の際の駆動周期（画素信号の１Ｈ期間）と同期して極性反転を行
う場合、検出信号Ｖdetの検出波形は、例えば図８（Ｄ）～（Ｆ）に示したようになる。
すなわち、この極性反転と同期して極性反転を行うと共に、前述した抵抗器Ｒに流れるリ
ーク電流に起因して、極性反転後に徐々に信号値が減衰していくようになっている。なお
、この図８に示した検出波形（図８（Ｄ）～（Ｆ））では、説明上の便宜のため、後述す
る反転後ノイズの影響を取り除いたものを想定して表している。
【００５０】
　このとき、例えば図８（Ｂ），（Ｃ）に示したような白書き込み時や黒書き込み時等の
画素信号（画像信号）の書き込み時には、検出信号Ｖdetの検出波形は、例えば図８（Ｅ
），（Ｆ）に示したように、この書き込みに起因したノイズが含まれるようになる。具体
的には、１Ｈ期間は、画像信号が印加されていない非書き込み期間ΔｔＡと、画像信号が
印加されている書き込み期間ΔｔＢとから構成されているが、このうちの書き込み期間Δ
ｔＢにおいて、画素信号の階調レベルに応じた検出波形の変動が生じている。すなわち、
その時点での（極性反転後の）画像信号の階調レベルに応じて、図８（Ｅ），（Ｆ）中の
矢印で示したような、極性反転後の画像信号に起因したノイズ（反転後ノイズ）が、検出
信号Ｖdetの検出波形に含まれている。具体的には、黒書き込み時にはコモン駆動信号Ｖc
omと同相に、白書き込み時にはコモン駆動信号Ｖcomと逆相に反転後ノイズが含まれるこ
とになる。このようにして、書き込み期間ΔｔＢでは、検出信号Ｖdetの検出波形が、反
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転後ノイズによって画素信号の階調レベルに応じて変動してしまうため、物体の接触の有
無等による検出波形の変化（図３）と切り分けるのが困難となってしまう。
【００５１】
　また、例えば図９に示したように、コモン駆動信号Ｖcomの反転直後に対応する非書き
込み期間ΔｔＡでは、書き込み期間ΔｔＢと比べ、物体の接触による電圧変化量が非常に
大きくなっている。このため、物体の接触の有無等による検出波形の変化成分を取り除い
て後述するノイズ除去処理と切り分ける観点からは、検出回路８内のＡ／Ｄ変換部８３は
、後述する極性反転前の検出信号を、その極性反転直前のタイミングで取得するようにす
るのが好ましい。また、物体の接触の有無等の検出感度が高く、かつ後述する反転後ノイ
ズの影響が小さいという観点から、後述する極性反転後における検出動作は、その極性反
転後の画像信号の書き込み動作の開始前のタイミング（非書き込み期間ΔｔＡ）で行うの
が好ましい。
【００５２】
　ここで、例えば図１０に示したように、実際には、極性反転前の検出信号に含まれる画
像信号に起因したノイズ（反転前ノイズ；図中の電位差ΔＶＢに対応）が、極性反転後の
検出信号における非書き込み期間ΔｔＡにおいても、反転後ノイズとして生じている。す
なわち、反転前ノイズに対応する電位差ΔＶＢの大きさ（極性反転前の画素信号の階調レ
ベルに応じた電位）に対応して、反転後ノイズに対応する電位差ΔＶＡの大きさが規定さ
れることになる。原理的には、電位差ΔＶＡ＝電位差ΔＶＢとなり極性反転時の変化量が
一定であるが、検出信号Ｖdetの遅延や図示しないノイズフィルタ等の付与によって波形
の遅れが生じ、極性反転前に理論値以上に書き込みノイズが含まれてしまう場合が多い。
そのため、電位差ΔＶＡ≠電位差ΔＶＢとなり、例えばΔＶＡ＝ｆ（ΔＶＢ）のような計
算式やリファレンステーブル等を用いた処理が必要な場合もある。
【００５３】
　そこで、本実施の形態では、検出回路８内の信号処理部８４および座標抽出部８５にお
いて、例えば図１１に示したようにして、上記したようなノイズを取り除いた物体検出を
行うようにしている。具体的には、検出回路８では、コモン駆動信号Ｖcomの極性反転前
後において、極性反転前の検出信号Ｖdetを用いて極性反転後における検出動作を行って
いる。より具体的には、信号処理部８４は、極性反転前の検出信号Ｖdetに基づいて、そ
の極性反転前の画像信号の書き込み動作に起因して極性反転後の検出信号Ｖdetに含まれ
る反転後ノイズが除去されたノイズ除去信号を取得する。そして、座標抽出部８５は、そ
のノイズ除去信号を用いて、極性反転後における検出動作を行う。
【００５４】
　これにより、極性反転前の画像信号の書き込み動作に起因して極性反転後の検出信号Ｖ
detに含まれるノイズ（反転後ノイズ）の影響を取り除きつつ、極性反転後の検出動作を
行うことができる。
【００５５】
　ここで、図１１に示したように、極性反転前の検出信号Ｖdetにおけるノイズ除去前後
の電位ＶＢ０，ＶＢ１、極性反転後の検出信号Ｖdetにおけるノイズ除去前後の電位ＶＡ
０，ＶＡ１、および前述の電位差ΔＶＢ，ΔＶＡを規定する。すると、検出回路８では、
例えば図１２～図１４に示したような手法（手法１～手法３）を用いて、ノイズを取り除
いた物体検出を行うことができる。
【００５６】
（手法１）
　まず、図１２に示した手法１では、最初に、極性反転前後におけるノイズ除去前の電位
ＶＡ０，ＶＢ０（検出値）と、極性反転前におけるノイズ除去後の電位ＶＢ１（実験値か
らのデータ）とを、それぞれ取得する（ステップＳ１１）。次に、取得した電位ＶＢ０，
ＶＢ１に基づき、ΔＶＢ＝（ＶＢ０－ＶＢ１）により規定される演算式を用いることによ
り、極性反転前の画像信号の書き込み動作に起因して極性反転前の検出信号に含まれる反
転前ノイズ量（電位差）ΔＶＢを求める（ステップＳ１２）。次に、この反転前ノイズ量
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ΔＶＢに基づいて、反転後ノイズに対応する反転後ノイズ量（電位差）ΔＶＡを求める（
ステップＳ１３）。この際、ΔＶＡ＝ｆ（ΔＶＢ）により規定される所定の演算式、また
は（ΔＶＢ，ΔＶＡ）間の関係を規定する所定のＬＵＴ（ルックアップテーブル）を用い
ることにより、反転後ノイズ量（電位差）ΔＶＡを求める。次に、この反転後ノイズ量Δ
ＶＡを、ステップＳ１１において取得した電位ＶＡ０から差し引くことにより（ＶＡ１＝
ＶＡ０－ΔＶＡ）、ノイズ除去信号の電位ＶＡ１を取得する（ステップＳ１４）。そして
、このノイズ除去信号の電位ＶＡ１と、所定のしきい値電位Ｖthとの大小を比較すること
により、極性反転後における検出動作（物体の接触の有無等の検出）を行う（ステップＳ
１５）。
【００５７】
（手法２）
　また、図１３に示した手法２では、最初に、極性反転前におけるノイズ除去前の電位Ｖ
Ｂ０（検出値）と、極性反転前におけるノイズ除去後の電位ＶＢ１（実験値からのデータ
）とを、それぞれ取得する（ステップＳ２１）。次に、取得した電位ＶＢ０，ＶＢ１に基
づき、ΔＶＢ＝（ＶＢ０－ＶＢ１）により規定される演算式を用いることにより、反転前
ノイズ量（電位差）ΔＶＢを求める（ステップＳ２２）。次に、この反転前ノイズ量ΔＶ
Ｂに基づいて、ノイズ除去信号の電位ＶＡ１を求める（ステップＳ２３）。この際、ＶＡ
１＝ｆ（ΔＶＢ）により規定される所定の演算式、または（ΔＶＢ，ＶＡ１）間の関係を
規定する所定のＬＵＴを用いることにより、ノイズ除去信号の電位ＶＡ１を求める。そし
て、このノイズ除去信号の電位ＶＡ１と、所定のしきい値電位Ｖthとの大小を比較するこ
とにより、極性反転後における検出動作（物体の接触の有無等の検出）を行う（ステップ
Ｓ２４）。
【００５８】
（手法３）
　更に、図１４に示した手法３では、最初に、極性反転後におけるノイズ除去前の電位Ｖ
Ａ０（検出値）と、極性反転前におけるノイズ除去前の電位ＶＢ０（検出値）とを、それ
ぞれ取得する（ステップＳ３１）。次に、取得した電位ＶＡ０，ＶＢ０に基づき、ノイズ
除去信号の電位ＶＡ１を求める（ステップＳ３２）。この際、ＶＡ１＝ｆ（ＶＡ０，ＶＢ
０）＝（ＶＡ０－α×ＶＢ０）（α：所定の係数）により規定される演算式、または（Ｖ
Ａ０，ＶＢ０，ＶＡ１）間の関係を規定する所定のＬＵＴを用いることにより、ノイズ除
去信号の電位ＶＡ１を求める。そして、このノイズ除去信号の電位ＶＡ１と、所定のしき
い値電位Ｖthとの大小を比較することにより、極性反転後における検出動作（物体の接触
の有無等の検出）を行う（ステップＳ３３）。
【００５９】
　ここで、図１５は、検出手法の違いによる白書き込み時および黒書き込み時における検
出信号値の差異の一例を示すものである。図１５により、書き込み期間ΔｔＢ内での検出
結果および非書き込み期間ΔｔＡ内での検出結果と比べると、これまで説明した本実施の
形態の手法を用いた検出結果のほうが、白書き込み時および黒書き込み時における検出信
号値の差異が小さいことが分かる。具体的には、書き込み期間ΔｔＢ内での検出では検出
信号値の差異＝０．５０Ｖ、非書き込み期間ΔｔＡ内での検出では検出信号値の差異＝０
．２０Ｖとなっているのに対し、本実施の形態の手法を用いた検出では、検出信号値の差
異＝０．０１Ｖとなっている。
【００６０】
　以上のように本実施の形態では、静電容量の変化に応じてタッチ検出電極から得られる
検出信号Ｖdetに基づいて物体の接触位置を検出すると共に、検出回路８において、コモ
ン駆動信号Ｖcomにおける極性反転前の検出信号Ｖdetを用いて極性反転後における検出動
作を行うようにしたので、従来のようなシールド層を用いることなく、上記反転後ノイズ
の影響を取り除きつつ、極性反転後の検出動作を行うことができる。よって、静電容量型
のタッチセンサを備えた表示装置において、シールド層を用いずに物体の検出精度を向上
させることが可能となる。
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【００６１】
＜２．第２の実施の形態＞
　次に、本発明の第２の実施の形態について説明する。本実施の形態は、上記第１の実施
の形態の場合とは異なり、表示素子として横電界モードの液晶素子を用いるようにしたも
のである。
【００６２】
［表示装置１Ｂの構成例］
　図１６は、本実施の形態のタッチセンサ付きの表示装置１Ｂの要部断面構造を表すもの
である。図１７は、この表示装置１Ｂにおける画素基板（後述する画素基板２Ｂ）の詳細
構成を表すものであり、（Ａ）は断面構成を、（Ｂ）は平面構成を示している。図１８は
、表示装置１Ｂの斜視構造を表すものである。なお、これらの図において、上記第１の実
施の形態の図４と同一部分には同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００６３】
　本実施の形態の表示装置１Ｂは、画素基板２Ｂと、この画素基板２Ｂに対向して配置さ
れた対向基板４Ｂと、画素基板２Ｂと対向基板４Ｂとの間に挿設された液晶層６とを備え
ている。
【００６４】
　画素基板２Ｂは、ＴＦＴ基板２１と、このＴＦＴ基板２１上に配設された共通電極４３
と、この共通電極４３の上に絶縁層２３を介してマトリクス状に配設された複数の画素電
極２２とを有する。ＴＦＴ基板２１には、各画素電極２２を駆動するための図示しない表
示ドライバやＴＦＴのほか、絶縁層２３１，２３２を介して、各画素電極に画素信号を供
給する信号線（ソース線）２５や、各ＴＦＴを駆動するゲート線１２６等の配線が形成さ
れている（図１７）。ＴＦＴ基板２１にはまた、タッチ検出動作を行う検出回路８（図６
）が形成されている。共通電極４３は、タッチ検出動作を行うタッチセンサの一部を構成
するセンサ用駆動電極としても兼用されるものであり、図１における駆動電極Ｅ１に相当
する。
【００６５】
　対向基板４Ｂは、ガラス基板４１と、このガラス基板４１の一方の面に形成されたカラ
ーフィルタ４２とを有する。ガラス基板４１の他方の面には、センサ用検出電極４４が形
成され、さらに、このセンサ用検出電極４４の上に偏光板４５が配設されている。センサ
用検出電極４４は、タッチセンサの一部を構成するもので、図１における検出電極Ｅ２に
相当する。センサ用検出電極４４は、図５に示したように、複数の電極パターンに分割さ
れて構成される。センサ用検出電極４４は、薄膜プロセスにより対向基板４Ｂの上に直接
形成してもよいが、間接的に形成してもよい。この場合には、タッチ検出電極４４を図示
しないフィルム基体上に形成すると共に、このタッチ検出電極４４の形成されたフィルム
基体を対向基板４Ｂの表面に貼り付けるようにすればよい。この場合、ガラスと偏光板の
間だけでなく偏光板の上面に貼り付けることも可能であり、さらには偏光板を構成するフ
ィルム内に作成してもよい。
【００６６】
　共通電極４３は、ＴＦＴ基板２１から交流矩形波形のコモン駆動信号Ｖcomが印加され
るようになっている。このコモン駆動信号Ｖcomは、画素電極２２に印加される画素電圧
とともに各画素の表示電圧を画定するものであるが、タッチセンサの駆動信号としても兼
用されるものであり、図１の駆動信号源Ｓから供給される交流矩形波Ｓｇに相当する。
【００６７】
　液晶層６は、電界の状態に応じてそこを通過する光を変調するものであり、例えば、Ｆ
ＦＳ（フリンジフィールドスイッチング）モードや、ＩＰＳ（インプレーンスイッチング
）モード等の横電界モードの液晶が用いられる。
【００６８】
　画素基板２Ｂにおける共通電極４３および対向基板４Ａにおけるセンサ用検出電極４４
の構成は、例えば図５に示したものと同様であり、両方とも、互いに交差するように延在
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する複数の電極パターンとして形成されている。
【００６９】
　ここで、図１８を参照して、より詳細に説明する。ここに示したようなＦＦＳモードの
液晶素子においては、画素基板２Ｂ上に形成された共通電極４３の上に、絶縁層２３を介
して、櫛歯状にパターニングされた画素電極２２が配置され、これを覆うように配向膜２
６が形成される。この配向膜２６と、対向基板４Ｂ側の配向膜４６との間に、液晶層６が
挟持される。２枚の偏光板２４，４５は、クロスニコルの状態で配置される。２枚の配向
膜２６，４６のラビング方向は、２枚の偏光板２４，４５の一方の透過軸と一致している
。ここでは、ラビング方向が出射側の偏光板４５の透過軸と一致している場合を図示して
ある。さらに、２枚の配向膜２６，４６のラビング方向および偏光板４５の透過軸の方向
は、液晶分子が回転する方向が規定される範囲で、画素電極２２の延設方向（櫛歯の長手
方向）とほぼ平行に設定されている。
【００７０】
［表示装置１Ｂの作用・効果］
　次に、本実施の形態の表示装置１Ｂにおける作用および効果について説明する。
【００７１】
（基本動作）
　最初に、図１８および図１９を参照して、ＦＦＳモードの液晶素子の表示動作原理につ
いて簡単に説明する。ここで、図１９は液晶素子の要部断面を拡大して表したものである
。これらの図で、（Ａ）は電界非印加時、（Ｂ）は電界印加時における液晶素子の状態を
示す。
【００７２】
　共通電極４３と画素電極２２との間に電圧を印加していない状態では（図１８（Ａ）、
図１９（Ａ））、液晶層６を構成する液晶分子６１の軸が入射側の偏光板２４の透過軸と
直交し、かつ、出射側の偏光板４５の透過軸と平行な状態となる。このため、入射側の偏
光板２４を透過した入射光ｈは、液晶層６内において位相差を生じることなく出射側の偏
光板４５に達し、ここで吸収されるため、黒表示となる。一方、共通電極４３と画素電極
２２との間に電圧を印加した状態では（図１８（Ｂ）、図１９（Ｂ））、液晶分子６１の
配向方向が、画素電極間に生じる横電界Ｅにより、画素電極２２の延設方向に対して斜め
方向に回転する。この際、液晶層６の厚み方向の中央に位置する液晶分子６１が約４５度
回転するように白表示時の電界強度を最適化する。これにより、入射側の偏光板２４を透
過した入射光ｈには、液晶層６内を透過する間に位相差が生じ、９０度回転した直線偏光
となり、出射側の偏光板４５を通過するため、白表示となる。
【００７３】
　次に、表示装置１Ｂにおける表示制御動作およびタッチ検出動作について説明する。こ
れらの動作は、上記第１の実施の形態における動作と同様なので、適宜省略する。
【００７４】
　画素基板２Ｂの表示ドライバ（図示せず）は、共通電極４３の各電極パターンに対して
コモン駆動信号Ｖcomを線順次で供給する。表示ドライバはまた、ソース線２５を介して
画素電極２２へ画素信号を供給すると共に、これに同期して、ゲート線１２６を介して各
画素電極のＴＦＴのスイッチングを線順次で制御する。これにより、液晶層６には、画素
ごとに、コモン駆動信号Ｖcomと各画素信号とにより定まる横方向（基板に平行な方向）
の電界が印加されて液晶状態の変調が行われる。このようにして、いわゆる反転駆動によ
る表示が行われる。
【００７５】
　一方、対向基板４Ｂの側では、共通電極４３の各電極パターンに、コモン駆動信号Ｖco
mを時分割的に順次印加していく。すると、その印加された共通電極４３の電極パターン
とセンサ用検出電極４４の各電極パターンとの交差部分に形成された一列分の容量素子Ｃ
１（Ｃ１１～Ｃ１６）の各々に対し、充放電が行われる。そして、容量素子Ｃ１の容量値
に応じた大きさの検出信号Ｖdetが、センサ用検出電極４４の各電極パターンからそれぞ
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れ出力される。対向基板４Ｂの表面にユーザの指が触れられていない状態においては、こ
の検出信号Ｖdetの大きさはほぼ一定となる。対向基板４Ｂの表面のいずれかの場所にユ
ーザの指が触れると、そのタッチ箇所に元々形成されている容量素子Ｃ１に、指による容
量素子Ｃ２が付加される結果、そのタッチ箇所がスキャンされた時点の検出信号Ｖdetの
値が他の箇所よりも小さくなる。検出回路８（図６）は、この検出信号Ｖdetをしきい値
電圧Ｖthと比較して、しきい値電圧Ｖth未満の場合に、その箇所をタッチ箇所として判定
する。このタッチ箇所は、コモン駆動信号Ｖcomの印加タイミングと、しきい値電圧Ｖth
未満の検出信号Ｖdetの検出タイミングとから割り出される。
【００７６】
　以上のように本実施の形態では、上記第１の実施の形態と同様に、液晶表示素子に元々
備えられている共通電極４３を、駆動電極と検出電極とからなる一対のタッチセンサ用電
極のうちの一方として兼用すると共に、表示用駆動信号としてのコモン駆動信号Ｖcomを
、タッチセンサ用駆動信号として共用して静電容量型タッチセンサを構成したので、新た
に設ける電極はセンサ用検出電極４４だけでよく、また、タッチセンサ用駆動信号を新た
に用意する必要がない。したがって、構成が簡単である。
【００７７】
　また、本実施の形態においても、上記第１の実施の形態で説明した検出回路８を設ける
ようにしたので、上記第１の実施の形態と同様の作用により同様の効果を得ることが可能
となる。すなわち、静電容量型のタッチセンサを備えた表示装置において、シールド層を
用いずに物体の検出精度を向上させることが可能となる。
【００７８】
　特に、本実施の形態では、タッチセンサ用駆動電極としての共通電極４３が画素基板２
Ｂの側（ＴＦＴ基板２１の上）に設けられた構造を有していることから、ＴＦＴ基板２１
から共通電極４３にコモン駆動信号Ｖcomを供給することが極めて容易であると共に、必
要な回路や電極パターンおよび配線等を画素基板２に集中させることができ、回路の集積
化が図られる。したがって、上記第１の実施の形態において必要であった、画素基板２側
から対向基板４側へのコモン駆動信号Ｖcomの供給経路（コンタクト導電柱７）が不要と
なり、構造がより簡単になる。
【００７９】
　また、上記のように、タッチセンサ用駆動電極としての共通電極４３が画素基板２Ｂの
側に設けられると共に、この画素基板２Ｂ上にソース線２５やゲート線１２６も設けられ
ているため、本実施の形態では特に反転後ノイズの影響を受けやすい構造となっている。
このことから、本実施の形態の表示装置１Ｂでは、そのようは反転後ノイズの影響を取り
除いて検出動作を行う利点が特に大きいと言える。
【００８０】
　なお、検出回路８（図６）は、対向基板４Ｂ上の周辺領域（非表示領域または額縁領域
）に形成するようにしてもよいが、画素基板２Ｂ上の周辺領域に形成するのが好ましい。
画素基板２Ｂ上に形成すれば、元々画素基板２Ｂ上に形成されている表示制御用の各種回
路素子等との集積化が図れるからである。
【００８１】
［第２の実施の形態の変形例］
　なお、本実施の形態では、センサ用検出電極４４をガラス基板４１の表面側（液晶層６
と反対側）に設けるようにしたが、次のような変形が可能である。
【００８２】
　例えば図２０に示した表示装置１Ｃように、対向基板４Ｃにおいて、センサ用検出電極
４４をカラーフィルタ４２よりも液晶層６の側に設けるようにしてもよい。
【００８３】
　あるいは、図２１に示した表示装置１Ｄのように、対向基板４Ｄにおいて、センサ用検
出電極４４をガラス基板４１とカラーフィルタ４２との間に設けるようにしてもよい。こ
こで、横電界モードの場合、縦方向に電極があると縦方向に電界がかかり、液晶が立ち上
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がってしまい視野角等が大きく悪化してしまう。したがって、この表示装置１Ｄのように
、カラーフィルタ４２等の誘電体を挟んでセンサ用検出電極４４を配置すれば、この問題
は大きく低減することができる。
【００８４】
＜３．変形例（変形例１，２）＞
　次に、上記第１，第２の実施の形態に共通の変形例（変形例１，２）について説明する
。上記実施の形態では、図５に示したように、共通電極４３およびセンサ用検出電極４４
の両方とも、互いに交差するように延在する複数の電極パターンとして形成するようにし
た場合について説明したが、これには限定されない。なお、上記第１，第２の実施の形態
と同様の構成要素については、同一の符号を付し、適宜説明を省略する。
【００８５】
（変形例１）
　図２２は、変形例１に係るタッチセンサ付きの表示装置の要部（共通電極およびセンサ
用検出電極）の構成を斜視図で表すものである。このように、共通電極４３を一面ベタの
単一電極として形成すると共に、センサ用検出電極４４を、マトリクス状に配設された複
数の個別電極として形成するようにしてもよい。この場合には、センサ用検出電極４４を
構成する各個別電極からの検出信号Ｖdetによって、直ちにタッチ位置を割り出すことが
できる。
【００８６】
（変形例２）
　図２３は、変形例２に係るタッチセンサ付きの表示装置の要部（共通電極およびセンサ
用検出電極）の構成を斜視図で表すものである。このように、共通電極４３を、図５と同
様に、ストライプ状に分割された複数の電極パターンとして形成すると共に、センサ用検
出電極４４については、図２２と同様に、マトリクス状に配設された複数の個別電極とし
て形成するようにしてもよい。この場合においても、共通電極４３の複数の電極パターン
をコモン駆動信号Ｖcomで順次スキャンしながら検出を行うことができる。
【００８７】
＜４．適用例＞
　次に、図２４～図２８を参照して、上記実施の形態および変形例で説明したタッチセン
サ付きの表示装置の適用例について説明する。上記実施の形態等の表示装置は、テレビジ
ョン装置，デジタルカメラ，ノート型パーソナルコンピュータ、携帯電話等の携帯端末装
置あるいはビデオカメラなどのあらゆる分野の電子機器に適用することが可能である。言
い換えると、上記実施の形態等の表示装置は、外部から入力された映像信号あるいは内部
で生成した映像信号を、画像あるいは映像として表示するあらゆる分野の電子機器に適用
することが可能である。
【００８８】
（適用例１）
　図２４は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるテレビジョン装置の外観を表した
ものである。このテレビジョン装置は、例えば、フロントパネル５１１およびフィルター
ガラス５１２を含む映像表示画面部５１０を有しており、この映像表示画面部５１０は、
上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００８９】
（適用例２）
　図２５は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるデジタルカメラの外観を表したも
のである。このデジタルカメラは、例えば、フラッシュ用の発光部５２１、表示部５２２
、メニュースイッチ５２３およびシャッターボタン５２４を有しており、その表示部５２
２は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００９０】
（適用例３）
　図２６は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるノート型パーソナルコンピュータ
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の外観を表したものである。このノート型パーソナルコンピュータは、例えば、本体５３
１，文字等の入力操作のためのキーボード５３２および画像を表示する表示部５３３を有
しており、その表示部５３３は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている
。
【００９１】
（適用例４）
　図２７は、上記実施の形態等の表示装置が適用されるビデオカメラの外観を表したもの
である。このビデオカメラは、例えば、本体部５４１，この本体部５４１の前方側面に設
けられた被写体撮影用のレンズ５４２，撮影時のスタート／ストップスイッチ５４３およ
び表示部５４４を有している。そして、その表示部５４４は、上記実施の形態等に係る表
示装置により構成されている。
【００９２】
（適用例５）
　図２８は、上記実施の形態等の表示装置が適用される携帯電話機の外観を表したもので
ある。この携帯電話機は、例えば、上側筐体７１０と下側筐体７２０とを連結部（ヒンジ
部）７３０で連結したものであり、ディスプレイ７４０，サブディスプレイ７５０，ピク
チャーライト７６０およびカメラ７７０を有している。そのディスプレイ７４０またはサ
ブディスプレイ７５０は、上記実施の形態等に係る表示装置により構成されている。
【００９３】
（その他の変形例）
　以上、いくつかの実施の形態、変形例および適用例を挙げて本発明を説明したが、本発
明はこれらの実施の形態等に限定されず、種々の変形が可能である。
【００９４】
　例えば、上記実施の形態等で説明した画像書き込みに起因したノイズ量は、表示装置（
タッチセンサ）上の位置によってばらつき場合も考えられる。そこで、そのようなノイズ
量の場所依存性に対応するため、上記実施の形態等で説明した演算式やＬＵＴを、複数の
領域ごとに別個に用意しておくようにするのが好ましい。
【００９５】
　また、上記第２の実施の形態では、横電界モードとしてＦＦＳモードの液晶素子を例に
説明したが、ＩＰＳモードの液晶について同様に適用可能である。
【００９６】
　更に、上記実施の形態等では、表示素子として液晶表示素子を用いた表示装置について
説明したが、それ以外の表示素子、例えば有機ＥＬ素子を用いた表示装置にも適用可能で
ある。
【００９７】
　加えて、上記実施の形態等では、タッチセンサが表示装置の内部に取り付けられている
場合について説明したが、本発明は、例えばそのようなタッチセンサが表示装置の外部に
取り付けられた外付け型のものにも適用することが可能である。
【００９８】
　加えてまた、上記実施の形態等において説明した一連の処理は、ハードウェアにより行
うこともできるし、ソフトウェアにより行うこともできる。一連の処理をソフトウェアに
よって行う場合には、そのソフトウェアを構成するプログラムが、汎用のコンピュータ等
にインストールされるようになっている。このようなプログラムは、コンピュータに内蔵
されている記録媒体に予め記録してさせておくようにしてもよい。
【符号の説明】
【００９９】
　１，１Ｂ～１Ｄ…表示装置、１１…ＳＷ制御部、１２…スイッチ素子、１３１，１３２
…インバータ（論理否定）回路、１４…オペアンプ、１５…スイッチ素子、２，２Ｂ…画
素基板、２１…ＴＦＴ基板（回路基板）、２２…画素電極、２３，２３１，２３２…絶縁
層、２４…偏光板、２５…信号線（ソース線）、２６…ゲート線、４，４Ｂ～４Ｄ…対向
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基板、４１…ガラス基板、４２…カラーフィルタ、４３，４３１～４３６…共通電極（兼
センサ用駆動電極）、４３Ｄ…ドライバ、４４…センサ用検出電極（タッチ検出電極）、
４５…偏光板、６…液晶層、７…コンタクト導電柱、８…検出回路、８１…増幅部、８３
…Ａ／Ｄ変換部、８４…信号処理部、８５…座標抽出部、９…タイミング制御部、Ｃ１，
Ｃ１１～Ｃ１６，Ｃ２…容量素子、Ｓｇ…交流矩形波、Ｅ１…駆動電極、Ｅ２…検出電極
、Ｓ…交流信号源（駆動信号源）、Ｖcom…コモン駆動信号、ＤＥＴ…電圧検出器（検出
回路）、Ｖdet…検出信号、Ｖth…しきい値電圧、Ｔin…入力端子、Ｔout…出力端子、Ｒ
…抵抗器、ＣＴＬ１，ＣＴＬ２…タイミング制御信号、Ｌ…駆動ライン、Ｌ１…検出用駆
動ライン、Ｌ２…表示用駆動ライン、ΔｔＡ…非書き込み期間、ΔｔＢ…書き込み期間、
ΔＶＡ，ΔＶＢ…電位差、ＶＡ０，ＶＢ０…検出信号値（ノイズ除去前）、ＶＡ１，ＶＢ
１…検出信号値（ノイズ除去後）。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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